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【手続補正書】
【提出日】平成27年3月17日(2015.3.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
幅方向を通風方向に向けるとともに間隔をおいて配置された１対のヘッダタンクと、両ヘ
ッダタンク間に配置されるとともに両端部が両ヘッダタンクに接続された複数の熱交換管
とを備えており、少なくともいずれか一方のヘッダタンクが、熱交換管が接続された第１
タンク構成部材と、第１タンク構成部材に接合されかつ第１タンク構成部材における熱交
換管とは反対側を覆う第２タンク構成部材と、第１タンク構成部材と第２タンク構成部材
との間に配置された第３タンク構成部材とを有し、３つのタンク構成部材を有するヘッダ
タンクの通風方向両側縁部に、各タンク構成部材の通風方向両側縁部に形成された縦壁部
が重なり合った積層部が設けられ、当該積層部が、最も外側に位置する外側縦壁部、最も
内側に位置する内側縦壁部、および中間に位置する中間縦壁部からなり、第１タンク構成
部材および第２タンク構成部材のうちいずれか一方に外側縦壁部が設けられるとともに、
同他方に内側縦壁部が設けられ、第３タンク構成部材に中間縦壁部が設けられている熱交
換器であって、
　第３タンク構成部材の中間縦壁部が、先端側に向かって通風方向外側に傾斜しており、
横断面において、中間縦壁部の通風方向外面と外側縦壁部の通風方向内面、および中間縦
壁部の通風方向内面と内側縦壁部の通風方向外面とが、それぞれ鋭角をなすように交わっ
ており、中間縦壁部の通風方向外面と外側縦壁部の通風方向内面との間、および中間縦壁
部の通風方向内面と内側縦壁部の通風方向外面との間にフィレットが形成されている熱交
換器。
【請求項２】
第３タンク構成部材における中間縦壁部の基端に連なった部分に、内側縦壁部の先端面が
当接し、中間縦壁部の先端に設けられかつ通風方向外側に突出した外方突出部に、外側縦
壁部の先端面が当接している請求項１記載の熱交換器。
【請求項３】
中間縦壁部の通風方向外面に、外側縦壁部の先端面の通風方向内側縁部が当接し、中間縦
壁部の通風方向内面に、内側縦壁部の先端面の通風方向外側縁部が当接している請求項１
記載の熱交換器。
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【請求項４】
外側縦壁部が第１タンク構成部材に設けられるとともに、内側縦壁部が第２タンク構成部
材に設けられている請求項１～３のうちのいずれかに記載の熱交換器。
【請求項５】
請求項１記載の熱交換器を製造する方法であって、
　第３タンク構成部材の両中間縦壁部を、先端側に向かって通風方向外側に傾斜させてお
き、両外側縦壁部の先端部の内面間の間隔を、両中間縦壁部の先端部の外面間の間隔より
も小さくするとともに、両内側縦壁部の先端部の外面間の間隔を、両中間縦壁部の基端部
の内面間の間隔よりも大きくしておき、第１～第３タンク構成部材を、外側縦壁部、内側
縦壁部および中間縦壁部が積層するように組み合わせることを含む熱交換器の製造方法。
【請求項６】
第３タンク構成部材における中間縦壁部の基端に連なった部分に、内側縦壁部の先端面を
当接させ、中間縦壁部の先端に設けられかつ通風方向外側に突出した外方突出部に、外側
縦壁部の先端面を当接させる請求項５記載の熱交換器の製造方法。
【請求項７】
中間縦壁部の通風方向外面に、外側縦壁部の先端面の通風方向内側縁部を当接させ、中間
縦壁部の通風方向内面に、内側縦壁部の先端面の通風方向外側縁部を当接させる請求項５
記載の熱交換器の製造方法。
【請求項８】
外側縦壁部を第１タンク構成部材に設けるとともに、内側縦壁部を第２タンク構成部材に
設ける請求項５～７のうちのいずれかに記載の熱交換器の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　4)外側縦壁部が第１タンク構成部材に設けられるとともに、内側縦壁部が第２タンク構
成部材に設けられている上記1)～3)のうちのいずれかに記載の熱交換器。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　また、以下の説明において、隣接する熱交換管どうしの間の通風間隙を流れる空気の下
流側（図面に矢印Ｘで示す方向）を前、これと反対側を後というものとし、前側から後側
を見た際の上下、左右、すなわち図１の上下、左右を上下、左右というものとする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　第３タンク構成部材(22)は、両面にろう材層を有するアルミニウムブレージングシート
にプレス加工を施すことにより形成されており、前後両仕切部(23)(24)どうしは、第１タ
ンク構成部材(20)の連結壁(28)と第２タンク構成部材(21)の連結壁(33)との間に介在させ
られて両連結壁(28)(33)にろう付され、かつ連結部(7)の上下方向の中央部を形成する連
結壁(35)によって連結一体化されている。ここでは、両仕切部(23)(24)と連結壁(35)とは
同一平面上に位置している。第３タンク構成部材(22)の前側仕切部(23)の前側縁部（通風
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方向下流側縁部）および同じく後側仕切部(24)の後側縁部（通風方向上流側縁部）に、そ
れぞれ上方に突出して第１タンク構成部材(20)の縦壁部(29)と第２タンク構成部材(21)の
縦壁部(34)との間に介在させられた縦壁部(36)が一体に形成されている。縦壁部(36)の上
端部（垂直方向外端部）に、通風方向外側に突出した外方突出部(37)が一体に形成されて
いる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　図５に示すヘッダタンクの場合、第１～第３タンク構成部材(20)(21)(22)の縦壁部(29)
(34)(36)が重なり合った積層部(38)においては、第３タンク構成部材(22)の中間縦壁部(3
6)の通風方向外面に、第１タンク構成部材(20)の外側縦壁部(29)の先端面の通風方向内側
縁部が当接し、同じく中間縦壁部(36)の通風方向内面に、第２タンク構成部材(21)の内側
縦壁部(34)の先端面の通風方向外側縁部が当接している。
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